
申込み受付完了後から入居まで
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1

※階段灯・廊下灯・外灯などの電気料、共同水栓の水道料を共益
　費の範囲としている住宅もあります。
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なお、一部住宅で動物飼育が可能となっているケースがありますが、一定の手続きを経て飼育が可能となったもの
であり、原則は禁止されています。飼育が可能かどうかについては、各指定管理者にお問い合わせください。
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●敷金は家賃の３ヵ月分です。（入居手続時に、納入していただきます。）
●入居時には保証人が必要です。（独立の生計を営み、入居者と同等程度の収入のある方）
●入居者が家賃の支払い等の義務を履行しないときは、最大で家賃及び共益費の１５ヵ月分（極度額）を保証人
に請求することがあります。
※家賃債務保証会社による保証（機関保証）の利用について
保証人が立てられない場合には、入居者の費用負担で家賃債務保証会社による保証（機関保証）を受けること
によって保証人の確保に代えることができます。詳しくは各指定管理者にお問合せください。

敷金・保証人
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「住民票の写し」

過去に府営住宅に入居して
いた方については、現に家
賃の未納がなく、かつ、規
則で定める不正な使用をし
たことがないこと
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内縁関係にある方や婚約者、性的マイノリティでパート
ナーシップ関係にある方との申込もできます。
ただし、婚約の場合は入居日から１ヵ月以内に婚姻される
方に限ります。パートナーシップ関係にある方は、その関
係が大阪府又は大阪府内の自治体がパートナーシップ宣誓
したことを証明した書類で確認できる場合に限ります。
※単身では申込むことができません。
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※�以下の表は、給与所得者が平成３１年１月１日以前から継続して現在の勤務先に勤
務している場合を前提としています。
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